
国民保護法における市町村の事務（抜粋） 
 

第１章 総 則  

（市町村の実施する国民保護のための措置） 

第１６条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第３

５条第１項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域

に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害へ

の対処に関する措置 

四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置 

２ 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づ

き、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌

事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

（都道府県知事に対する国民の保護のための措置の実施に必要な要請） 

４ 第１項及び第２項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措

置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務

に係る国民の保護のための措置の実施に必要な要請をすることができる。 

（都道府県知事に対する指定行政機関の長等への要請の要求） 

５ 第１項及び第２項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措

置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第１１条

第４項の規定による要請を行うよう求めることができる。 

（他の市町村長等に対する応援の要求、応援） 

第１７条 市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要がある

と認めるときは、他の市町村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、

応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 

（都道府県知事に対する自衛隊の部隊等の派遣に係る都道府県知事に対す要請の求め、防衛庁長官へ

の連絡） 

第２０条 市町村長は当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため特に必

要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第１５条第１項の規定による要請を行うよう求める

ことができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による求めができないときは、その旨及び当該市町村の区域に係る国民の

保護のための措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を防衛庁長官に連絡することがで

きる。この場合において、防衛庁長官は、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならな

い。 

（指定公共機関及び指定地方公共機関に対する応援、要請） 

第２１条 

２ 指定公共機関又は指定地方公共機関は、その業務に係る国民の保護のための措置を実施するため特

に必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の

長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、

応援を求められた指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、正当な理

由がない限り、応援を拒んではならない。 

３ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長等は、当該指定行政機関若

しくは指定地方行政機関の所掌事務又は当該地方公共団体の区域に係る国民の保護のための措置を

的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、

その業務に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。 

 （国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定を行う旨の内閣総理大臣への要請） 

第２６条 

２ 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に対し、当該市町村に

ついて前条第１項（市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定）の指定を行うよう要請す



ることができる。 

 （市町村国民保護対策本部の設置） 

第２７条 第２５条第２項の規定（市町村国民保護対策本部の設置の通知）による指定の通知を受けた

都道府県の知事及び市町村の長は、第３４条第１項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画

及び第３５条第１項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるとこりにより、直ちに、

都道府県国民保護対策本部及び市町村国民保護対策本部を設置しなければならない。 

（市町村国民保護対策本部の本部員の任命） 

第２８条 

４ 市町村対策本部の本部員を置き、次の掲げる者をもって充てる。 

 一 助役 

 二 市町村教育委員会の教育長 

 三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する吏員（消防本部を置かない市町村にあって

は、消防団長） 

 四 前３号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者 

 （市町村国民保護対策本部の副本部長の指名） 

第２８条 

５ 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。 

（現地対策本部の設置） 

第２８条 

８ 都道府県知事又は市町村長は、第３４条第１項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画又

は第３５条第１項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県対

策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって当該都道府県対

策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。 

 （当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する総合調整） 

第２９条 

５ 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する

ため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護のため

の措置に関する総合調整を行うことができる。 

 （都道府県対策本部長に対する総合調整の要請） 

第２９条 

６ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並び

に指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行う

よう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、

所要の総合調整を行わなければならない。 

 （都道府県対策本部長に対する対策本部長への総合調整の要請の要求） 

第２９条 

７ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関

及び指定地方行政機関が実施する国民の保護のための措置に関する第４項の規定による要請を行う

よう求めることができる。 

（都道府県対策本部長に対する総合調整を行うための情報の提供の要求） 

第２９条 

８ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第１項又は第５項の規定による総合調整を行うため

必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道府県又は

市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（関係機関に対する総合調整を行うための措置の実施状況についての報告又は資料の提出の要求） 

第２９条 

９ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第１項又は第５項の規定による総合調整を行うため

必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区

域に係る国民の保護のための措置の実施の状況について報告又は資料の提供を求めることができる。 

 （市町村の教育委員会に対する必要な措置の実施の要求） 

第２９条 

10 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警察



及び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会に対し、

それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要な限度

において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

（市町村対策本部の廃止） 

第３０条 第２５条第４項において準用する同条第２項の規定による指定の解除の通知を受けた都道

府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとす

る。 

 （市町村対策本部に関する条例の制定） 

第３１条 第２７条（対策本部の設置及び所掌事務）、第２８条（対策本部の組織）、 

第２９条（対策本部長の権限）、第３０条（対策本部の廃止）に規定するもののほか、都道府県対策

本部又は市町村対策本部に関し必要な項は、都道府県又は市町村の条例で定める。 

 （指定行政機関の国民の保護に関する計画の作成にための資料又は情報の提供、意見の陳述その他の

協力） 

第３３条  

６ 指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関

係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地

方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳情その他必要な協力を求め

ることができる。 

 （市町村の国民の保護に関する計画の作成） 

第３５条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成

しなければならいない。 

 （市町村の国民の保護に関する計画の作成又は変更に係る関係市町村長の意見の聴取） 

第３５条 

４ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項

を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。 

８ 第３項から前項までに規定は、第１項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、

第５項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 

 （市町村の国民の保護に関する計画の作成又は変更に係る都道府県知事への協議） 

第３５条 

５ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し

なければならない。 

８ 第３項から前項までに規定は、第１項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、

第５項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 

 （市町村の国民の保護に関する計画の作成又は変更に係る議会への報告及び要旨の公表） 

第３５条 

６ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告すると

ともに、公表しなければならない。 

８ 第３項から前項までに規定は、第１項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。ただし、

第５項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。 

 （市町村の国民の保護に関する計画を作成するための関係機関への協力の要求） 

第３５条 

７ 第３３条第６項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用す

る。 

 （市町村国民保護協議会の設置） 

第３９条 市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国

民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会を置

く。 

 （市町村国民保護協議会への市町村の国民の保護に関する計画の作成又は変更の諮問） 

第３９条  

３ 市町村長は、第３５条第１項又は第８項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更

するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽

微な変更については、この限りでない。 



 （市町村国民保護協議会の委員の任命） 

第４０条 

 ４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 

  一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 

  二 自衛隊に所属する者（任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。） 

  三 当該市町村の属する都道府県の職員 

  四 当該市町村の助役 

  五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する

消防吏員（消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長） 

六 当該市町村の職員（前２号の掲げる者を除く。） 

七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

  八 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 

 （市町村国民保護協議会の専門委員の設置及び任命） 

第４０条 

６ 市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

７ 第３８条第７項（都道府県の専門委員の任命）の規定は、前項の専門委員について準用する。この

場合において、同条第７項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職

員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは「当該市町村の職員」と、「都道府県知

事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。 

 （市町村国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める条例の制定） 

第４０条 

８ 前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定

める。 

 （国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のための組織の整備並びに職員の配置及び服務の基

準の策定） 

第４１条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び

指定地方公共機関（以下「指定行政機関の長等」という。）は、それぞれの国民の保護に関する計画

又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に

実施するため必要な組織を整備するとともに、国民の保護のための措置に関する事務又は業務に従事

する職員の配置及び服務の基準を定めなければならない。 

（国民の保護のための措置についての訓練の実施） 

第４２条 指定行政機関の長等は、それぞれの国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計

画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措

置についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第 

４８条第１項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。 

 

第２章 住民の避難に関する措置 

（住民に対する警報の伝達、関係機関への通知等） 

第４７条 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定める

ところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町

村の他の執行機関その他の関係機関に通知しなければならいない。 

 （住民に対する避難の指示の経由） 

第５４条 避難措置の指示を受けたときは、要避難地域を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に

関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住

民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。この場合において、当該都道府県知事

は、地理的条件、交通事情その他の条件に照らし、当該要避難地域に近接する地域の住民をも避難さ

せることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該地域の住民に

対し、避難すべき旨を指示することができる。 

 （避難住民の受入れ） 

第５４条 

６ 市町村長は、前項の規定（都道府県知事からの避難先地域を管轄する市町村長への通知）よる通知

を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受



け入れるものとする。 

 （都道府県の区域を越える避難住民の受入れ） 

第５８条 

６ 第５４条第６項の規定、市町村長が第３項の規定による通知を受けた場合について準用する。 

 （避難要領の策定、住民への伝達及び関係機関への通知） 

第６１条 市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、 その国民の保護に関す

る計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければなら

ない。 

３ 市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、

直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機

関、当該市町村を管轄する消防長、警察署長、海上保安部長等及び政令で定める自衛隊の部隊等の長

並びにその他の関係機関に通知しなければならない。 

４ 第４７条第２項の規定（警報の伝達）は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民

及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。 

 （避難住民の誘導） 

第６２条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び

消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 

 （避難住民の誘導に関する消防組合の管理者又は長に対する消防長、消防団長への指示の要求） 

第６２条 

４ 第２項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関

し特に必要があると認めるときは、当該消防組合に管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は

消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めることができる。 

 （避難住民の誘導に関する消防事務を受託した市町村長に対する消防長、消防団長への指示の要求） 

第６２条 

５ 前３項の規定（消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動）は、消防に関する事務の全部又

は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。 

 （警察署等に対する警察官等による避難住民の誘導の要請及び都道府県知事への通知） 

第６３条 前項第１項の場合（市町村長が行う避難住民の誘導）において、市町村長は、避難住民を誘

導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等ま又は自衛隊法第７６条第１項（防

衛出動）、第７８条第１項（命令による治安出動）若しくは第８１条第２項（要請による治安出動）

の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた

自衛隊の部隊等若しくは同法第７７条の３第１項（防衛出動下令前の行動関連措置）の規定により派

遣を命ぜられた自衛隊の部隊等の長（政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。）に対し、警察官、

海上保安官又は自衛官による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、

市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。 

（避難住民を誘導する者による警告、指示） 

第６６条 避難住民を誘導する警察官等又は第６２条第１項若しくは第２項（同条第５項において準用

する場合を含む。）の規定（市町村長による避難住民の誘導、消防関係者に指揮）により避難住民を

誘導する者は、避難に伴う混乱等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、 

当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関

係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。 

 （避難住民の復帰のための措置） 

第６９条 市町村長は、第５５条第１項又は第２項の規定（避難指示の解除）により要避難地域又は要

避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住

民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。 

２ 第６２条（市町村長による避難住民の誘導）及び第６７条（第５項を除く。）（都道府県知事による

避難住民の誘導に関する措置）の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準

用する。この場合において、第６２条第１項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住

民の復帰に関する要領」と、同条第２項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の

復帰に関する要領」と読み替えるものとする。 

（指定公共機関又は指定地方公共機関に対する避難住民の運送の求め） 

第７１条 都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又



は指定地方公共機関（都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町

村長にあっては当該市町村が属する地道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。）に対し、

避難住民の運送を求めることができる。 

（避難住民の運送に係る総合調整のための通知） 

第７２条 都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに

前条第１項の規定（避難民の運送）による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては

対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都道府県対策本部長に対し、その旨を通知すること

ができる。 

 

第３章 避難住民等の救援に関する措置 

（救援の実施又は都道府県知事が行う救援の補助） 

第７６条 都道府県知事は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところに

より、その権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。

この場合において、都道府県知事は、当該事務の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に

対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 

２ 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救援を補助す

るものとする。 

 （指定公共機関又は指定地方公共機関への緊急物資の輸送の要求） 

第７９条 指定行政機関の長若しくは指定地方公共機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指

定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府

県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、避難住

民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び

資材（次項第１５５条第１項において「緊急物資」という。）の運送を求めることができる。 

 （安否情報の収集及び整理）（安否情報の都道府県知事に対する報告） 

第９４条 市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷

した住民（当該市町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含

む。）の安否に関する情報（以下「安否情報」という。）を収集し、及び整理するよう努めるとともに、

都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければならいない。 

 （安否情報の提供） 

第９５条 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があ

ったときは、速やかに回答しなければならない。 

 （日本赤十字社が行う外国人の安否情報の収集への協力） 

第９６条 

２ 総務大臣及び地方公共団体の長は前項の規定（日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画

で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するも

のを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったとき

は、速やかに回答しなければならない。）により、日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収

集に協力しなければならない。 

３ 前第２項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する安否情報について回答する場合につい

て準用する。 

 

第４章 武力攻撃災害への対処に関する措置 

（武力攻撃災害への対処に関する措置の実施） 

第９７条 

２ 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る武力攻撃災害を防除し、及び軽減するため、この

法律その他法令の規定に基づき、必要な武力攻撃災害への対処に関する措置を講じなければならない。 

 （都道府県知事に対する武力攻撃災害の兆候に係る緊急通報の通知） 

第９８条 

３ 市町村長は、前２項の規定による通報を受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあ

り、これに対処する必要があると認めるときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければ

ならない。 

 （緊急通報の住民等への伝達及び関係起案への通知） 



第１００条 

２ 第４７条の規定（警報の伝達等）は、市町村長が前項の規定（都道府県知事の緊急通報の発令）に

よる通知を受けた場合について準用する。 

 （生活関連等施設の安全確保のために必要な措置の実施） 

第１０２条  

３ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等におい

ては、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、それぞれの国民の保護に関する計画で定め

るところにより、生活関連等施設のうちその管理に係るものについて、警備の強化その他当該生活関

連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じなければならない。 

 （危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止のため必要な措置の実施） 

第１０３条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等

において、引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又

は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質（生物を含む。）で政令で定めるものに係る武力攻撃

災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律その他法令の規定に基づき、それぞ

れの国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防

止するため必要な措置を講じなければならない。 

 （危険物質等に係る警備の強化の求め、措置命令、管理状況の報告の要求） 

第１０３条 

２ 前項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、

危険物質等の占有者、所有者、管理者その他の危険物質等を扱う者（次項及び第４項において「危険

物質等の取扱者」という。）に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。 

３ 指定行政機関の長若しくは指定地方行機関の長又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、

危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定め

る区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべきこと

を命ずることができる。 

一 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限 

二 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限 

 三 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄 

４ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、前項の措置を講ずべき

ことを命ずるため必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、危険物質等の管理の状況

について報告を求めることができる。 

 （指定行政機関の長に対する武力攻撃原子力災害の通報） 

第１０５条 

３ 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事（事業所外運搬に係る事実の発生の場

所にあっては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。）

は、第１項に規定する事実があると認めるときは、それぞれの国民の保護に関する計画で定めるとこ

ろにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長に通報しなければならない。 

 （放射性物質等による汚染の拡大の防止への協力） 

第１０７条 

３ 前項の場合において、都道府県知事は、汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があ

ると認めるときは、関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警

察本部長に対し、必要な協力を要請することができる。 

 （汚染の拡大の防止に関する措置） 

第１０８条 

２ 前項の規定（汚染拡大防止の措置）は、前条第３条の規定（都道府県知事からの要請）により関係

市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を

防止するための措置を講ずる場合について準用する。 

（設備又は物件の除去、保安等の事前措置の実施、警察署長等に対する実施の要請） 

第１１１条 市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合

においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対

し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他

必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 



３ 警察署長又は海上保安部長等は、市町村長又は都道府県知事から要請があったときは、第１項の規

定による指示をすることができる。この場合においては、前項後段の規定（市町村長への通知）を準

用する。 

 （退避の指示、退避先の指示及び都道府県知事への通知） 

第１１２条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力

攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため

特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避（屋内への退避を含む。第４

項において同じ。）をすべき旨を指示することができる。 

２ 前項の規定による指示（以下この条において「退避の指示」という。）をする場合において、必要

があると認めるときは、市町村長は、その退避先を指示することができる。 

３ 市町村長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならな

い。 

（退避の必要がなくなった旨の公示） 

第１１２条 

４ 市町村長は、退避の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。この場

合においては、前項の規定を準用する。 

（土地、建物その他の工作物等の一時使用又は土石竹木その他の物件の使用若しくは収用、工作物の

除去、保管） 

第１１３条 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めると

きは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使

用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武

力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障

になるものの除去その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、工作物等を除去した

ときは、当該工作物等を保管しなければならない。 

（工作物等を保管したときの公示） 

第１１３条  

４ 災害対策基本法第６４条第３項から第６項までの規定は、第２項後段及び前項後段の場合について

準用する。この場合において、同条第３項、第４項及び第６項中「市町村長」とあるは、市町村長又

は都道府県知事」と、同項中「市町村に」とあるのは「市町村又は都道府県に」と読み替えるものと

する。 

 （警戒区域の設定、警戒区域への立入の制限若しくは禁止又は退去の命令） 

第１１４条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当

該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒

区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。 

 （廃棄物処理業の許可の特例） 

第１２４条 

３ 地方公共団体の長は、特例地域においては、廃棄物処理法第７条第１項本文若しくは第６項本文、

第１４条第１項本文若しくは第６項本文又は第１４条の４第１項本文若しくは第６項本文の規定に

かかわらず、これらの規定による許可を受けていない者に、特例基準で定めるところにより、廃棄物

の収集、運搬又は処分を業として行わせることができる。 

 （廃棄物処理に係る指示） 

第１２４条 

４ 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を業と

して行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたときは、その者に対

し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきこと

を指示することができる。 

 （被災情報の収集及び関係機関の被災情報の収集への協力） 

第１２６条 指定行政機関の長等は、それぞれの国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務



計画で定めるところにより、武力攻撃災害による被害の状況に関する情報の収集に努めなければなら

ない。 

２ 被災情報を保有する関係機関は、前項の規定による被災情報の収集に協力するよう努めなければな

らない。 

 （被災情報の都道府県知事への報告） 

第１２７条 市町村長及び指定地方公共機関は、前条第１項の規定により収集した被災情報を、速やか

に、都道府県知事に報告しなければならいない。 

 

第５章 国民生活の安定に関する措置等 

 （生活関連物資等の価値安定措置） 

第１２９条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等

において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しくは役務の価

格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれの国民の保護に関する計画

で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、国民

生活安定緊急措置法、物価統制令その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければな

らない。 

 （管理する施設及び設備の応急の復旧のため必要な措置） 

第１３９条 指定行政機関の長等は、その管理する施設又は設備について武力攻撃災害による被害が発

生したときは、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるとこ

ろにより、当該施設及び設備について、応急の復旧のため必要な措置を講じなければならない。 

 

第６章  復旧、備蓄その他の措置 

 （武力攻撃災害の復旧） 

第１４１条 指定行政機関の長等は、それぞれの国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務

計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。 

 （住民の避難及び救援等に必要な物資及び資材の備蓄等） 

第１４２条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれの国

民の保護に関する計画で定めるところにより、 住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び

資材を備蓄し、整備し、 若しくは点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理

に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。 

 （他の市町村から受け入れた避難民への備蓄物資の供給等） 

第１４３条 都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたとき

は、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。 

 （国民の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材の備蓄等） 

第１４５条 指定行政機関の長等は、第１４２条に規定するもののほか、それぞれその国民の保護に関

する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る国民

の保護のための措置の実施に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は当該国民

の保護のための措置の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなめれ

ばならない。 

（特殊標章等の交付又は使用許可） 

第１５８条  

２ 次の各号に掲げる者は、武力攻撃事態等においては、前項の規定（何人も、武力攻撃事態等におい

て、特殊標章又は身分証明書をみだりに使用してはならない。）にかかわらず、それぞれ当該各号に

定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を行うもの（指定行政機関長等の委託により国民の

保護のための措置に係る業務を行う者を含む。）又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のため

の措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措

置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、特

殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。 

 一 指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員 

 二 都道府県知事 当該都道府県の職員（次号及び５号に定める職員を除く。） 

 三 警視総監及び道府県警察本部長 当該都道府県警察の職員 

 四 市町村長 当該市町村の職員（次号及び第６号に定める職員を除く。） 



 五 消防長 その所轄の消防職員 

 六 水防管理者 その所轄の水防団長及び水防団員 

 

第７章  財政上の措置等 

（特定物資の収用等、土地等の使用、工作物等の除去等の処分が行われたときの損失補償） 

第１５９条 国及び地方公共団体は、第８１条（物資の売渡しの要請等）第２項、第３項若しくは第４

項（同条第１項に係る部分を除く。）第８２条（土地等の使用）、第１１３条（応急公用負担等）第１

項若しくは第３項（同条第１項に係る部分に限る。）同条第５項（同条第１項に係る部分に限る。）に

おいて準用する災害対策基本法第６４条第７項若しくは第８項、第１２５条第４項又は第１５５条第

２項において準用する同法第７６条の３第２項後段（同条第３項又は第４項において準用する場合を

含む。）の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償し

なければならない。 

（誘導、救援、武力攻撃災害への対処に関する措置又は保健衛生の確保のための協力をした者が死亡

したとき等の損害の補償） 

第１６０条 国及び地方公共団体は、第７０条（避難住民の誘導への協力）第１項（同条第３項におい

て準用する場合を含む。）、第８０条（救援への協力）第１項、第１１５条（消火、負傷者の搬送、被

災者の救助等への協力）第１項又は第１２３条（保健衛生の確保への協力）第１項の規定による要請

を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力した者が、そのため死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又

はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

（国民の保護のための措置等に要する費用の支弁等） 

第１６４条 法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基

づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。 

第１６５条 第１２条第１項（他の都道府県知事等に対する応援の要求）、第１７条第１項（他の市町

村長等に対する応援の要求）、第１８条第１項（都道府県知事等に対する応援の要求）、第８６条（厚

生労働大臣の応援の指示）又は第１１９条（消防の応援等に関する消防庁長官等の応援に指示）の規

定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該

応援に要した費用を支弁しなければならない。 

第１６７条 

２ 都道府県知事は、第７６条（市町村長による救援の実施等）第１項の規定によりその権限に属する

救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援に実施に要す

る費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施

に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。 

 

第８章 緊急対処事態に対処するための措置 

（緊急対処保護措置の実施） 

第１７８条 市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基

づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措

置を実施しなければならない。  

（第１８３条の規定により準用された規定に基づく事務のうち市町村長の事務） 

第２０条第第１項、第２項 自衛隊の部隊等の派遣の要請の求め 

第２６条 指定の要請 

第２７条第１項 都道府県対策本部及び市町村対策本部の設置及び所掌事務 

第２８条第１項 都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織 

第２９条第８項 都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限  

第２９条第８項 都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限 

第３０条 都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止 

第３１条 条例の委任 

第４７条第１項 市町村長による警報の伝達等 

第５８条第６項 都道府県の区域を越える住民の避難 

第６１条第４項 避難実施要領 

第６３条第１項 警察官等による避難住民の誘導等 



第６６条第１項 避難住民を誘導する者による警告、指示等） 

第６９条第１項、第２項 避難住民の復帰のための措置 

第７１条第１項 避難住民の運送の求め 

第７２条 避難住民の運送に係る総合調整のための通知 

第７９条第１項 緊急物資の運送 

第９４条第１項 市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集 

第９６条第３項 外国人に関する安否情報 

第９８条第３項 発見者の通報義務等 

第１００条第２項 関係機関への緊急通報の通知等 

第１０２条第３項 生活関連等施設の安全確保 

第１０３条第１項、第３項 危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止 

第１０８条第２項 放射性物質等による汚染の拡大の防止 

第１１１条第１項 市町村長の事前措置等 

第１１２条第１項 市町村長の避難の措置等 

第１１３条第１項、第２項 応急公費負担等 

第１１４条第１項 警戒区域の設定 

第１２６条第１項 被災情報の収集 

第１３９条 応急の復旧 

第１４１条 武力攻撃災害の復旧 

第１５９条第１項 損失補償等 

第１６０条第１項 損害補償 

第１６５条第１項 他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁 

第１６７条 市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁 


